
令和４年９月定例会

議 案 説 明 資 料
予算に関する説明書
（令和４年度９月補正予算等関係）

警 察 本 部
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令和４年９月定例会議案説明資料目次

【予算関係以外】
（議 案） 警察本部

議案番号 件 名 課名等 頁

議案第10号 損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定につ 捜査第一課 ３
いて

（報 告）

報告番号 件 名 課名等 頁

報告第２号 令和３年度鳥取県一般会計繰越明許費繰越計算書 会 計 課 ４
について
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議案第１０号（その他） 捜査第一課

条

例 損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について

名

等

１ 提出理由

法律上県の義務に属する警察が取り扱った死体の所持品の管理の瑕疵による損害賠償に

ついて和解し、及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第

提 ６７号）第９６条第１項の規定により、本議会の議決を求める。

出 ２ 概要

（１）和解の相手方

理 甲 神戸市 個人

乙 兵庫県三木市 個人

由 （２）和解の要旨

県は、損害賠償金３３４，７２０円を支払うものとすること。

及 （３）事件の概要

ア 事件の発生年月日

び 令和４年５月１２日から同月１８日までの間（事件発生日は不明）

イ 事件の発生場所

概 鳥取県鳥取警察署内

ウ 事件の状況

要 鳥取県鳥取警察署所属の職員が、死因調査等のために取り扱った和解の相手方の被

相続人である死者が身に着けていたネックレスを保管及び管理するに当たり、和解の

相手方に引き渡すまでの間、貴重品保管庫に保管することなく、他の物品と共に遺体

保冷庫に保管し、和解の相手方にその存在を知らせることのないまま、遺体を引き渡

し、火葬後に同ネックレスの紛失が明らかとなったものである。
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